
 

【通常の学級】 

担任の配慮のもと、 

一斉の指導を行い 

ます。 

【通級による指導】 

通常の学級に在籍しなが

ら、比較的軽度の障がいの

ある子どもを対象に、個別

の指導を行います。 

【特別支援学級】 

小・中学校に設置され

た学級で、障がいの 

状態や特性及び心身の

発達の段階に応じて 

特別な教育課程を編成

し、具体的な目標を 

設定することで、一人

ひとりの障がいや特性

に応じた指導を行いま

す。 

伊勢市立小・中学校 

交流及び 

共同学習 

交流及び 

共同学習 

特別な支援を必要とする子どもの多様な学びの場 

県教育委員会が設置

する学校で、障がいの

種別に対応した、より

専門性の高い指導を

行います。 

特別支援学校 

伊勢市教育委員会事務局 学校教育課 （０５９６－２２－７８８０） 

就学までのおおまかな流れ 

・就学についての疑問やお悩みは、在籍園（保育所等）、発達について相談している機関や担当者

等にも相談してみてください。 

・特別支援学校を見学してみたいというご希望は、在籍園（保育所等）へお伝えください。在籍園

を通して、特別支援学校に申し込んでもらいます。 

 

 年中（４歳児）の３月末～年長（５歳児）の４月初め  

教育委員会事務局より、在籍園（保育所等）等を通して、「就学相談のご案内」を配付します。 

→ 就学相談を希望される場合は、原則、年長（５歳児）の４月末までに、「申込書」を在籍園等へ

ご提出ください。 

 年長（５歳児） ６～９月頃  

提出していただいた「申込書」をもとに、教育委員会事務局において、就学相談を実施します。 


